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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】植物オレオレジンを生成する方法および植物か
らカロテノイドを抽出する方法を提供する。
【解決手段】（ｉ）植物を水と混合して１０°以下のブ
リックスを得るステップと、（ｉｉ）段階（ｉ）の混合
物を粉砕し、液体から固形物を分離して、果肉および漿
液の２相を得るステップと、（ｉｉｉ）果肉を抽出して
カロテノイド含有植物オレオレジンを得るステップとを
含む、１０°ブリックスよりも大きいブリックスのカロ
テノイド含有植物からカロテノイドを抽出する方法。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（ｉ）植物を水と混合して１０°以下のブリックスを得るステップと
　（ｉｉ）段階（ｉ）の混合物を粉砕し、液体から固形物を分離して、果肉および漿液の
２相を得るステップと
　（ｉｉｉ）果肉を抽出してカロテノイド含有植物オレオレジンを得るステップと
　を含む、１０°ブリックスよりも大きいブリックスのカロテノイド含有植物からカロテ
ノイドを抽出する方法。
【請求項２】
　前記カロテノイドが、カロテンまたはキサントフィルである請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記カロテノイドが、リコペン、β－およびα－カロテン、ルテイン、アスタキサンチ
ン、ゼアキサンチン、カプサンシン、カンタキサンチン、フィトエンならびにフィトフル
エンからなる群の中から選択される請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記植物が、トマトペースト、ニンジンおよび乾燥ニンジンからなる群の中から選択さ
れる請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　オレオレジンまたは抽出溶媒からカロテノイドを単離する段階をさらに含む請求項４に
記載の方法。
【請求項６】
　リコペン、α－カロテンおよびβ－カロテンを得るための請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記植物が、クコの実（Ｌｙｃｉｕｍ　ｂａｒｂａｒｕｍ）、トウモロコシおよびドゥ
ナリアラ（Ｄｕｎａｌｉａｌａ）バイオマスからなる群の中から選択される請求項１に記
載の方法。
【請求項８】
　カロテノイドキサントフィルを単離する段階をさらに含む請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記キサントフィルが、オレオレジン中で得られたキサントフィルエステルの鹸化によ
って得られる請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　段階（ｉ）が、水中で約７０°～１００℃で実施される請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記抽出段階が、δＨが０．０～５．０かつδＰが０．０～１０の溶媒またはその混合
物中で実施される請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　使用する前記溶媒が、酢酸エチル、イソプロパノール、エタノールおよびアセトンまた
はその混合物からなる群の中から選択される請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記抽出が、いくつかの段階で実施される請求項１に記載の方法。
【請求項１４】
　前記漿液を濃縮して植物の水混和性物質の原液を得るさらなる段階を含む請求項１に記
載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、植物オレオレジンを生成する方法および植物からカロテノイドを抽出する方
法に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　近年、食品業界における溶媒の使用に対する規制が急速に広がっている。この業界で親
油性物質を抽出するために使用されてきた多くの有機溶媒は、その使用を禁止または制限
する法的規制に該当する。したがって、エタノールや酢酸エチルなど比較的安全な溶媒の
使用が、この業界で急速に増加している。しかし、これらの溶媒は親油性が強くなく、し
たがって、親油性物質を抽出するのにあまり効率的ではない。この問題は、技術的および
工学的な解決策によるいくつかの抽出法で克服されている。参照により本明細書に組み込
まれる米国特許第５，８３７，３１１号は、いくつかの溶解度パラメータに基づいて適当
な抽出溶媒が選択された、ブリックスが約５°の新鮮なトマトからトマトオレオレジンを
得る方法について開示している。
【０００３】
　他のカロテノイド抽出法が当技術分野で記載されている。米国特許第５，６４８，５６
４号は、植物からのキサントフィルの生成について記載している。前記特許は、クコから
のゼアキサンチンの抽出について開示している。しかし、この抽出法は、ブリックスがか
なり高い、すなわち１０°ブリックスよりも大きい画分について実施されており、したが
って、抽出段階の前に、プロセスの中間段階として乾燥が必要とされる。
【０００４】
　ブリックスが１０より大きい植物を抽出する場合、抽出前の植物物質を乾燥しないと分
離が困難な相が３相生成するため、それに続く抽出溶媒からの果肉の分離が問題となるこ
とが現在判明している。第１相は、溶媒で飽和した固形物を含み、第１相と第３相の間の
界面にある第２相は、多糖類、溶媒および親油性物質、例えばカロテノイドの一部を含み
、第３相は、溶媒および植物の親油性画分を含む。固形物の相からオレオレジンを得るこ
とにより、植物から多糖類および他の水溶性成分を含むオレオレジンが得られるだろう。
このオレオレジンの品質は不十分であり、所望の親油性物質、すなわちカロテノイドの含
有量が低く、その中に含まれているカロテノイドのさらなる単離に使用するのに適してい
ない。
【０００５】
　上記を考えると、ブリックスが１０°より大きい植物からカロテノイド含有オレオレジ
ンおよびカロテノイドを分離する経済的で効率的な方法が長い間求められてきた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】米国特許第５，８３７，３１１号
【特許文献２】米国特許第５，６４８，５６４号
【非特許文献】
【０００７】
【非特許文献１】Ｈａｎｄｂｏｏｋ　ｏｆ　Ｓｏｌｖｅｎｔ　Ｅｘｔｒａｃｔｉｏｎ、Ｔ
．Ｃ．Ｌｏ、Ｍ．Ｈ．Ｉ．ＢａｉｒｄおよびＣ．Ｈａｎｓｏｎ、Ｔ．Ｗｉｌｅｙ　Ｐｕｂ
ｌｉｓｈｅｒ（１９８３）２５、３０および３１頁の「溶解度パラメータ（Ｓｏｌｕｂｉ
ｌｉｔｙ　Ｐａｒａｍｅｔｅｒｓ）」の章
【非特許文献２】ＣＲＣ　Ｈａｎｄｂｏｏｋ　ｏｆ　Ｓｏｌｕｂｉｌｉｔｙ　Ｐａｒａｍ
ｅｔｅｒｓ　ａｎｄ　Ｏｔｈｅｒ　Ｃｏｈｅｓｉｏｎ　Ｐａｒａｍｅｔｅｒｓ、第２版（
Ａ．Ｆ．Ｃ．Ｂａｒｔｏｎ）１９８２、６２０頁
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　したがって、ブリックスが１０°より大きい植物からカロテノイド含有オレオレジンを
分離する経済的で効率的な方法を提供することが本発明の目的である。
【０００９】
　ブリックスが１０°より大きい植物から実質的に純粋な形態のカロテノイドを得る方法
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を提供することが本発明のさらなる目的である。
【００１０】
　本発明のさらなる目的は、説明が進むにつれて明らかになるであろう。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明は、
（ｉ）植物を水と混合して１０°以下のブリックスを得るステップと
（ｉｉ）段階（ｉ）の混合物を粉砕し、液体から固形物を分離して、果肉および漿液の２
相を得るステップと
（ｉｉｉ）果肉を抽出してカロテノイド含有植物オレオレジンを得るステップと
を含む、１０°ブリックスよりも大きいブリックスのカロテノイド含有植物からカロテノ
イドを抽出する方法を提供する。
【００１２】
　場合によっては、この方法は、漿液を濃縮して植物の水混和性物質の原液を得る段階を
さらに含むことができる。
【００１３】
　本発明のさらなる態様によれば、植物からカロテノイドを単離する方法が提供されてお
り、上記の方法は、段階（ｉｉｉ）で得られたカロテノイド含有オレオレジンまたは抽出
段階の抽出物からカロテノイドを単離する段階をさらに含む。適当な溶媒でオレオレジン
を希釈しろ過することによって、カロテンをそのオレオレジンから単離して、固形カロテ
ノイドを得る。カロテンを抽出物から単離する場合は、この抽出物を適当な溶媒で希釈し
ろ過して、固形カロテンを得る。
【００１４】
　本発明のさらなる態様によれば、得られた植物オレオレジンにエステルまたはジエステ
ルの形でキサントフィルが含まれる場合、この方法は、脂肪酸を含まない形態のキサント
フィルを得るためにオレオレジンを鹸化条件にかける段階をさらに含む。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】プロセスを示すブロック図である。
【図２】ゼアキサンチンを修復するプロセスを示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下の説明は、本発明の実施形態を例示するものである。以下の説明は限定するものと
みなすべきではなく、当業者はこの方法の多くの自明の変形形態を実施できると理解され
たい。
【００１７】
　説明全体にわたって、特に別途注記しない限り、成分の百分率および比率は重量による
。用語カロテノイドとは、カロテンおよびキサントフィルを含む。ブリックスは、可溶性
固形物全体の測定単位と定義され、スクロースであるかのように表され、屈折計を用いて
測定される。
【００１８】
　本発明に適したカロテノイド含有植物は、葉、花、果実および植物の他の部分である。
説明全体にわたって、植物には、植物に由来する産物、例えばトマトペースト、果実、乾
燥果実、ピューレおよび藻類由来のカロテノイド含有バイオマスも含まれる。本発明の特
定の態様によれば、植物は、トマトペースト、ニンジン、乾燥ニンジン、クコの実（Ｌｙ
ｃｉｕｍ　ｂａｒｂａｒｕｍ）、トウモロコシおよびドゥナリアラ（Ｄｕｎａｌｉａｌａ
）バイオマスからなる群の中から選択される。
【００１９】
　本方法によって抽出できるカロテノイドには、カロテンおよびキサントフィルがある。
非限定的な例には、リコペン、β－およびα－カロテン、ルテイン、アスタキサンチン、
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ゼアキサンチン、カプサンシン、カンタキサンチン、フィトエンならびにフィトフルエン
がある。
【００２０】
　説明全体にわたって、適当な溶媒と称される抽出溶媒は、２つのパラメータ、δＨおよ
びδＰに基づいて選択される溶媒である。第３のパラメータ、δＤは、値の範囲が狭く重
要ではないが、可能な限り高いことが好ましい。本発明によれば、δＨは０．０～５．０
、好ましくは０．０～４．５、またδＰは０．０～１０の間で変動するはずである。溶媒
の混合物を使用する場合、それに帰せられるδパラメータが、成分溶媒のδパラメータの
線形結合であるはずである。これは科学的に正確ではない可能性があるが、産業上の目的
に対して十分に厳密な基準である。あらゆる可能な興味深い溶媒のδパラメータが、よく
知られている。それらのリストは、例えば、Ｈａｎｄｂｏｏｋ　ｏｆ　Ｓｏｌｖｅｎｔ　
Ｅｘｔｒａｃｔｉｏｎ、Ｔ．Ｃ．Ｌｏ、Ｍ．Ｈ．Ｉ．ＢａｉｒｄおよびＣ．Ｈａｎｓｏｎ
、Ｔ．Ｗｉｌｅｙ　Ｐｕｂｌｉｓｈｅｒ（１９８３）２５、３０および３１頁の「溶解度
パラメータ（Ｓｏｌｕｂｉｌｉｔｙ　Ｐａｒａｍｅｔｅｒｓ）」の章、ならびにＣＲＣ　
Ｈａｎｄｂｏｏｋ　ｏｆ　Ｓｏｌｕｂｉｌｉｔｙ　Ｐａｒａｍｅｔｅｒｓ　ａｎｄ　Ｏｔ
ｈｅｒ　Ｃｏｈｅｓｉｏｎ　Ｐａｒａｍｅｔｅｒｓ、第２版（Ａ．Ｆ．Ｃ．Ｂａｒｔｏｎ
）１９８２、６２０頁に見つけることができる。
【００２１】
　驚くべきことに、いくつかの溶解度パラメータに基づいて選択した適当な溶媒、例えば
酢酸エチル、イソプロパノール、エタノールおよびアセトンを用いた、植物からのカロテ
ノイドの抽出は、植物のブリックスが１０°未満の場合に容易になることが判明した。こ
れらの条件下では、抽出がより効率的であり、プロセス中に溶媒相から果肉相を分離する
のが容易である。
【００２２】
　本発明の実施形態によれば、図１を参照して説明すると、植物のブリックスを１０°未
満に低下させるために、ブリックスが１０°より大きい植物に水を加える（図１、（Ｉ）
）。水混和性成分、例えば多糖類の溶解を容易にするために、約７０℃～１００℃の温度
、好ましくは約８０℃～９５℃の温度で植物を水と混合する。次いで、粉砕を含めた通常
の操作によって植物を処理する（図１、（ＩＩ））。処理した植物を漿液と果肉に分離す
る（図１、（ＩＩＩ））。分離は、通常の方法、例えば、デカンテーション、通常のろ過
または遠心分離によって実施することができる。植物の水溶性成分の大部分が、漿液に含
まれている。前記成分には、アントシアニン、ポリフェノールおよび多糖類が含まれ得る
。水溶性でない植物、すなわち脂質画分は、果肉中に保持される。したがって、カロテノ
イドは果肉中に存在する。次いで、好ましくは酢酸エチル、イソプロパノール、エタノー
ルおよびアセトンまたはその混合物からなる群の中から選択される適当な溶媒を用いて、
果肉を抽出に供する（図１、ＩＶ）。オレオレジンおよびカロテノイドを十分な収率で得
るためには、果肉をいくつかの抽出ステップで抽出するのが重要である。したがって、果
肉画分に多段抽出を施す。抽出に続いて、当業者に理解され得る通常の分離技法によって
、抽出物、すなわちオレオレジンから抽出溶媒を分離する。抽出溶媒を分離する技法の非
限定的な例は蒸発乾固である。得られたオレオレジンにはカロテノイドが含まれる。植物
中のカロテノイド次第では、純粋な形態でカロテノイドを得るために、単離段階をさらに
行うこともある。カロテノイドがカロテン、例えばリコペン、β－およびα－カロテンで
ある場合は、カロテノイドの単離は、カロテノイドの小さな画分しか溶解していないカロ
テノイド含有量が約１％の溶液を得るために得られたオレオレジンまたは抽出物を希釈し
、固形カロテノイドを得るためにこの溶液をろ過することによって実施することができる
。この段階におけるカロテノイドの損失は非常に少なく、プロセスの収率に著しい影響を
与えない。植物中のカロテノイドがエステルまたはジエステルの形、例えばジパルミチン
酸ゼアキサンチンである場合は、遊離型のカロテノイドを得るために、得られたオレオレ
ジンをさらに鹸化条件にかける。
【００２３】
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　本発明の好ましい実施形態によれば、図２を参照すると、ゼアキサンチンはクコの実か
ら得られる。したがって、ブリックスが約８０°の乾燥クコの実を容器に加え、ブリック
スを１０°未満に低下させるために、その中に水を加える（図２、Ｉ）。クコと水の重量
比は少なくとも１：８、好ましくは１：１０である（これに関して、この比率の分母が増
加すると、この比率はより大きいと考えられる）。好ましくは、加えた水の温度は７０℃
～１００℃、より好ましくは９０℃である。次いで、ブリックスが１０°より低い、好ま
しくは５°～７°ブリックスの水和したクコを、粒径を低下させるために処理、例えば磨
砕する（図２、ＩＩ）。次いで、磨砕した水和クコを、水相から果肉を分離する分離プロ
セスにかける。適当な分離技法の非限定的な例は、遠心分離およびデカンテーションであ
る（図２、ＩＩＩ）。果肉と漿液の２相が得られる。果肉には、水に溶解しない脂質、カ
ロテノイドおよび他の成分が含まれる。デカンテーションによって得られた水相は、漿液
とも呼ばれており、多糖類、アントシアニンおよびポリフェノールなどの水溶性成分を含
む。前記水溶性成分の一部、例えばアントシアニンおよびポリフェノールには、商品価値
があるかもしれない。したがって、前記の貴重な物質を単離するために、漿液の処理をさ
らに行う。果肉は、多段階抽出プロセスで抽出する。第１の抽出段階で、好ましくは酢酸
エチル、イソプロパノール、エタノールおよびアセトンまたはその混合物からなる群の中
から選択される適当な抽出溶媒を果肉に加え（図２、ＩＶ）、好ましくは約４０℃～６５
℃の範囲の温度、より好ましくは約６０℃で果肉を抽出する。抽出段階における果肉と溶
媒の重量比は、１：３～１：６、好ましくは１：４である。抽出物と果肉を通常の技法、
例えばろ過、デカンテーションまたは遠心分離によって分離する（図２、Ｖ）。果肉を下
流の第２の抽出段階に移す（図２、ＶＩＩ）。果肉と抽出物を上記のように再度分離する
（図２、ＶＩＩＩ）。次いで、果肉を三度目の抽出にかけ（図２、ＩＸ）、抽出物と果肉
を分離して（図２、Ｘ）、果肉かすを得る。各抽出段階から回収した溶媒画分（抽出物）
（図２、ＶＩ）を蒸発させて（図２、ＸＩ）、１０％～２０％ゼアキサンチン脂肪酸ジエ
ステルのオレオレジンを得る。ゼアキサンチンジエステルを加水分解してゼアキサンチン
を得るために、オレオレジンを鹸化条件にかける（図２、ＸＩＩ）。鹸化は、ＫＯＨ水溶
液、エタノールおよびヘキサンを含む混合物中で、約７０℃～８０℃の温度で約１時間実
施する。ゼアキサンチンジエステル含有オレオレジンの加水分解後、ゼアキサンチン結晶
沈殿物および混合物をろ過する（図２、ＸＩＩＩ）。得られた固形画分には、約７０％～
９０％ゼアキサンチンが含まれる。
【００２４】
　本発明のさらに他の実施形態によれば、溶媒により高濃度の溶媒をさらに含ませるため
に、第１の抽出段階で得られた溶媒を第１の抽出段階に再利用する。これには経済的な利
点があり、このプロセスの効率を向上させる。このプロセスに適した抽出条件および技法
は、当業者によって容易に理解され、決定され得る。
【００２５】
　本発明の他の実施形態によれば、３０°ブリックスを有するトマト濃縮物から約５％～
６％リコペンを含むオレオレジンが得られる。ブリックスが１０°よりも低い、好ましく
は約５°の水和トマト濃縮物を得るために、トマト濃縮物を水で水和させる。トマト濃縮
物と水の重量比は少なくとも１：３、好ましくは１：６である。この水和トマト濃縮物を
混合し沈降させる。次いで、固相（果肉）から水相（漿液）を分離するために、水和トマ
ト濃縮物を遠心分離する。好ましくは酢酸エチル、イソプロパノール、エタノールおよび
アセトンまたはその混合物からなる群の中から選択される適当な溶媒を用いて、ブリック
スが１０°未満、好ましくは約５°の果肉を、好ましくは約４０℃～６５℃の範囲の温度
、より好ましくは約６０℃で抽出する。この抽出は、いくつかの抽出段階で実施すること
が好ましい。前記抽出段階は、２回以上であってよい。多段抽出を実施する場合、抽出物
を合わせてからその後の濃縮を行う。経済的な抽出法を維持するためには、果肉と溶媒の
比率を１：３～１：６、好ましくは１：４に維持すると有利である。リコペン濃度が約５
％～６％のトマトオレオレジンを得るために、抽出段階で得られた抽出物を濃縮する。当
技術分野で知られている方法、例えば溶媒の蒸発によって、抽出物の濃縮を実施すること
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ができる。本発明のさらなる実施形態によれば、１％リコペンを含む混合物を得るために
トマトオレオレジンまたは抽出物に溶媒、好ましくは酢酸エチルを加え、次いで、固形リ
コペンを得るためにこの混合物をろ過することによって、トマトオレオレジンまたは抽出
物から実質的に純粋なリコペンを得ることができる。
【００２６】
　本発明のさらに他の好ましい実施形態では、ブリックスが約１２°のニンジンからβ－
カロテンおよびα－カロテンを含むニンジンオレオレジンが得られる。場合によっては、
ブリックスが約３０°～４０°の乾燥ニンジンからオレオレジンを生成することができる
。混合物のブリックスを１０°未満、好ましくは約５°～７°に低下させる、十分量の水
を用いてニンジン片を加水分解する。新鮮なニンジンを加水分解する場合は、ニンジンと
水の重量比は少なくとも１：１である。乾燥ニンジンを加水分解する場合は、乾燥ニンジ
ンと水の重量比は少なくとも１：３、好ましくは１：６である。７０℃～１００℃の範囲
の温度、より好ましくは９０℃の水を用いて加水分解を実施することが好ましい。水和し
たニンジンを固相（果肉）および水相（漿液）に分離する。遠心分離によって分離を行う
ことが好ましい。得られた果肉のブリックスは、１０°より低く、好ましくは約５°～７
°である。好ましくは酢酸エチル、イソプロパノール、エタノールおよびアセトンまたは
その混合物からなる群の中から選択される適当な溶媒を用いて、ブリックスが１０°未満
、好ましくは約５°～７°の果肉を、好ましくは約４０℃～６５℃の範囲の温度、より好
ましくは約６０℃で抽出する。この抽出は、いくつかの抽出段階で実施することが好まし
い。前記数は、２以上であってよい。多段抽出を実施する場合、抽出物を合わせてからそ
の後の濃縮を行う。経済的な抽出法を維持するためには、果肉と溶媒の比率を１：２～１
：４、好ましくは１：２．５に維持すると有利である。β－カロテンおよびα－カロテン
濃度が約５％～６％のニンジンオレオレジンを得るために、抽出段階で得られた抽出物を
濃縮する。その２種のカロテンの比率は、植物の比率と相関関係がある。当技術分野で知
られている方法、例えば溶媒の蒸発によって、抽出物の濃縮を実施することができる。本
発明のさらなる実施形態によれば、約１％カロテンを含む混合物を得るためにオレオレジ
ンまたは抽出物に溶媒、好ましくは酢酸エチルを加え、次いで、固形カロテンを得るため
にこの混合物をろ過することによって、植物から前記カロテンを単離して、６０～８０％
純粋なα－およびβ－カロテンを得ることができる。
【００２７】
　本発明で実施する抽出段階は、利用可能な技術および所望の産物に応じて、当業者によ
って理解され得る様々な条件下で実施することができる。したがって、抽出段階のパラメ
ータ、すなわち抽出段階の回数、温度、使用する溶媒の量、溶媒の再利用および補給流、
ならびに蒸発に基づいた残余ならびに水－溶媒分離損失を改変し、特定の要求を満たすよ
うに調節することができる。
【００２８】
　当技術分野で知られている技法、例えば連続式およびバッチ式抽出法によって、本発明
の抽出段階を実施することができる。
【００２９】
　本発明は、ブリックスが１０°より大きい植物からのカロテノイドおよび植物オレオレ
ジンの分離を容易にする、食品業界で使用されている規格に基づいて安全であると考えら
れている溶媒を用いて実施する、効率的で経済的な方法を提供するという点で有利である
。
【実施例１】
【００３０】
　３０÷Ｂｘのトマトペースト由来のリコペン含有トマトオレオレジン
　トマトペースト１００ｇを水６００ｇと混合した。混合物を３０００Ｒｐｍで３分間遠
心分離した。５÷Ｂｘおよび水分８２％未満の沈降物を、酢酸エチル２５０ｇを用いて６
０÷Ｃの温度で３回抽出した。抽出物を合わせ、減圧下で見かけ乾燥するまで蒸発乾固さ
せて、有機溶媒を含まない均質なオレオレジンを形成した。オレオレジン中のリコペン濃
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【実施例２】
【００３１】
　比較例
　以下の実施例は、ブリックスを調整せずにトマトペーストからリコペン含有トマトオレ
オレジンを得る方法の結果を示す。トマトペースト１００ｇを、酢酸エチル２５０ｇを用
いて６０÷Ｃの温度で３回抽出した。抽出物を合わせ、減圧下で明らかな乾燥状態まで蒸
発させて、有機溶媒を含まないオレオレジンを形成した。生成物オレオレジンは、カラメ
ル粒子を含み、非均質であった。抽出による収率は５０％未満であった。オレオレジン中
のリコペン濃度は１．５～２％であった。
【実施例３】
【００３２】
　クコ（Ｌｙｃｉｕｍ　ｂａｒｂａｒｕｍ）由来のゼアキサンチン含有オレオレジン
　液果１００ｇを加水分解し、熱水（８０～１００÷Ｃ）１０００ｇを加えて磨砕した。
ペーストを３０００Ｒｐｍで３分間遠心分離した。５～７÷Ｂｘおよび水分８２％未満の
沈降物を、酢酸エチル４００ｇを用いて６０÷Ｃの温度で３回抽出した。抽出物を合わせ
、ろ過し、減圧下で見かけ乾燥するまで蒸発乾固させて、鹸化するための、有機溶媒を含
まない均質なジパルミチン酸ゼアキサンチンを含むオレオレジンを形成した。オレオレジ
ン中のジパルミチン酸ゼアキサンチン濃度は１３～１５％であった。
【実施例４】
【００３３】
　乾燥ニンジン由来のβ－カロテンおよびα－カロテン含有オレオレジン
　乾燥ニンジン粒子１００ｇを加水分解し、熱水（８０～１００÷Ｃ）７００ｇを加えて
磨砕した。ペーストを３０００Ｒｐｍで３分間遠心分離した。５～７÷ブリックスおよび
含水量８２％未満の沈降物を、酢酸エチル３００ｇを用いて６０÷Ｃの温度で３回抽出し
た。抽出物を合わせ、ろ過し、減圧下で見かけ乾燥するまで蒸発乾固させて、有機溶媒を
含まない均質なオレオレジンを形成した。オレオレジン中のβ－カロテンおよびα－カロ
テン濃度は５～６％であった。
【００３４】
　本発明の実施形態を説明として記載したが、本発明を、その精神から逸脱することなく
、あるいは特許請求の範囲を超えることなく、多くの変更形態、変形形態および適応形態
によって実施できることは明らかであろう。
【００３５】
　本発明の教示から逸脱することなく、いくつかの変更、修正および置換が当業者に予期
および予想されていることが理解されよう。したがって、以下の特許請求の範囲を、広く
、かつ本発明の範囲および精神に合うように解釈することが妥当である。
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